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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年2月6日(2020.2.6)

【公開番号】特開2019-206190(P2019-206190A)
【公開日】令和1年12月5日(2019.12.5)
【年通号数】公開・登録公報2019-049
【出願番号】特願2019-159208(P2019-159208)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  27/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/06     (2019.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/36     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/025    (2019.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/041    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ   27/00     　　　Ｂ
   Ｂ３２Ｂ    7/06     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/36     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/18     　　　Ｚ
   Ｂ３２Ｂ    7/025    　　　　
   Ｇ０６Ｆ    3/041    ４９５　

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月19日(2019.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮支持体と、
　硬化性である硬化性樹脂層と、
　保護フィルムと、
をこの順で有し、
　前記硬化性樹脂層が単層であり、
　前記保護フィルムの酸素透過係数が１００ｃｍ３・２５μｍ／ｍ２・２４時間・ａｔｍ
以上であり、
　前記保護フィルムの前記硬化性樹脂層側の面の表面粗さＲａが５～６０ｎｍである、転
写フィルム。
【請求項２】
　仮支持体と、
　硬化性である硬化性樹脂層と、
　保護フィルムと、
をこの順で有し、
　前記保護フィルムの酸素透過係数が１００ｃｍ３・２５μｍ／ｍ２・２４時間・ａｔｍ
以上であり、
　前記保護フィルムの前記硬化性樹脂層側の面の表面粗さＲａが５～６０ｎｍである、転
写フィルム；
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ただし、下記の転写フィルム（１）を除く；
転写フィルム（１）：
仮支持体と、第一の硬化性透明樹脂層と、該第一の硬化性透明樹脂層に隣接して配置され
た第二の硬化性透明樹脂層とをこの順で有し、前記第二の硬化性透明樹脂層の屈折率が前
記第一の硬化性透明樹脂層の屈折率よりも高く、前記第二の硬化性透明樹脂層の屈折率が
１．６以上である転写フィルム。
【請求項３】
　仮支持体と、
　硬化性である硬化性樹脂層と、
　保護フィルムと、
をこの順で有し、
　前記保護フィルムの酸素透過係数が１００ｃｍ３・２５μｍ／ｍ２・２４時間・ａｔｍ
以上であり、
　前記保護フィルムの前記硬化性樹脂層側の面の表面粗さＲａが５～６０ｎｍであり、
　前記保護フィルムが王子エフテックス（株）製のアルファン（登録商標）Ｅ－２０１Ｆ
である、転写フィルム。
【請求項４】
　仮支持体と、
　硬化性である硬化性樹脂層と、
　保護フィルムと、
をこの順で有し、
　前記保護フィルムの酸素透過係数が１００ｃｍ３・２５μｍ／ｍ２・２４時間・ａｔｍ
以上であり、
　前記保護フィルムの前記硬化性樹脂層側の面の表面粗さＲａが５～６０ｎｍであり、
　前記保護フィルムの引張強さがＭＤ方向で１４０～１５０ＭＰａかつＴＤ方向で３００
～３３０ＭＰａであり、
　前記保護フィルムの破断伸びがＭＤ方向で１８５～２１５％かつＴＤ方向で約６０％で
あり、
　前記保護フィルムの加熱収縮率がＭＤ方向で１．５～２．０％かつＴＤ方向で０．５～
１．０％であり、
　前記保護フィルムのヘーズが０．３～０．４％である、転写フィルム。
【請求項５】
　前記保護フィルムの酸素透過係数が５０００ｃｍ３・２５μｍ／ｍ２・２４時間・ａｔ
ｍ以下である、請求項１～４のいずれか一項に記載の転写フィルム。
【請求項６】
　前記保護フィルムの厚みが１０～７５μｍである、請求項１～５のいずれか一項に記載
の転写フィルム。
【請求項７】
　前記硬化性樹脂層がネガ型材料である、請求項１～６のいずれか一項に記載の転写フィ
ルム。
【請求項８】
　前記硬化性樹脂層が、重合開始剤、重合性化合物およびバインダーポリマーを含む、請
求項１～７のいずれか一項に記載の転写フィルム。
【請求項９】
　前記重合性化合物がトリシクロデカンジメタノールジアクリレートを含む、請求項８に
記載の転写フィルム。
【請求項１０】
　前記重合性化合物が２種類以上の重合性化合物を含む、請求項８または９に記載の転写
フィルム。
【請求項１１】
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　前記バインダーポリマーがアルカリ可溶性樹脂である、請求項８～１０のいずれか一項
に記載の転写フィルム。
【請求項１２】
　前記バインダーポリマーがメタクリル酸に由来する構成単位を有する、請求項８～１１
のいずれか一項に記載の転写フィルム。
【請求項１３】
　前記バインダーポリマーがメタクリル酸に由来する構成単位およびメタクリル酸メチル
に由来する構成単位を有する、請求項８～１２のいずれか一項に記載の転写フィルム。
【請求項１４】
　前記重合開始剤が、エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９
Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（Ｏ－アセチルオキシム）を含む請求項８～１３
のいずれか一項に記載の転写フィルム。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の転写フィルムの前記硬化性樹脂層を硬化してな
る硬化膜。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の硬化膜を有する、静電容量型入力装置。
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